
 別 紙 ２  

工事等で新型コロナウイルス感染症の感染等が確認された場合の対応 

［１］該当者が受注者側の作業従事者の場合 

受注者 発注者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現場内巡視 

 連絡体制の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

現場等の安全確保は、 

保健所のアドバイス等 

をもとに判断 
 
 

②以下を指示 

・現場作業の中止 

(再開時期不明のため、十分な安全対

策を実施) 

・感染の疑いがある者全員のＰＣＲ検

査を実施 

・感染の疑いがある者全員の自宅待機 

・対応状況の随時報告 

報告 

指示 

本庁事業課に速やかに報告（様式１） 

・対応状況は随時報告 
※事業課は部長に報告と共に技術企画課へ情

報提供 

一人でも

陽性 

⑤ 工事等の一時中止を通知 

NO 

⑥ 工事等の一時中止 

YES 

現場等の安全が 
確保されたか 

⑨ 現場作業の再開 

⑧ 現場作業中止（工事等の一時中止）

の解除を指示（通知） 

  

⑦ 現場再開の協議 
協議 

全員 

陰性 
 

一
時
中
止
の
継
続 

指示 

通知 

① 感染の疑いがある者を確認 

報告 

ＰＣＲ検査結果 

・接触者はＰＣＲ検査を実施し、 

陰性が確認されるまで在宅勤務 

・監督体制等の確保を検討 

一時中止を通知し、あわせて工期延期、請負代金の変

更など、「新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態

宣言を踏まえた工事及び業務の対応（令和 2 年 4 月 10

日第 202000014247 号部長通知）」により適切に対応 通知 

接触者に該当する場合 

濃厚接触者は保健所の指導に従う 

(待機期間は７日間。なお社会機能維持者の特例措

置は別紙 1参照)  
 

接触者は 

陰性が確認されれば現場復帰可能 

感染の疑いがある者 

濃厚接触者：保健所が濃厚接触者と判断した者 

接触者：現場等で陽性者と一週間以内に会話した者 

コロナ感染を疑う症状：咳や発熱等の症状がある者 

③ 感染の疑いがある者は直ちにＰＣ

Ｒ検査を実施 

④ 現場作業の中止と自宅待機を実施 

陽性者は保健所、医療機関等の指導に従う

（現場復帰時期は医療機関等が判断） 

報告 

× 



［２］該当者が発注者側の監督員等の場合 
発注者 受注者 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 発注者との接触状況を確認 

（状況確認の指示があった場合） 

ＰＣＲ検査結果 

陽性 

指示 

陰性 

・濃厚接触者は 

保健所の指導に従う 

・接触者は 

陰性が確認されるまで 

在宅勤務 

② 自宅待機＋ＰＣＲ検査を実施 

③ 接触状況の確認を指示 
報告 

YES 

NO 

工事等の一時中止

の要否を検討 

⑥ 工事等の一時中止を通知 ⑦ 工事等の一時中止 
通知 

現場内巡視 
連絡体制の確保 

一時中止を通知し、あわせて工期延期、請
負代金の変更など、「新型コロナウイルス
感染症にかかる緊急事態宣言を踏まえた工
事及び業務の対応（令和 2年 4 月 10 日第
202000014247 号部長通知）」により適切に
対応 

⑨ 中止解除通知 ⑧ 現場再開の協議 

⑪ 現場作業を継続 ⑩ 受注者に連絡 

YES NO 

通知 

協議 

① 感染の疑いがある者を確認 

感染の疑いがある者を確認した場合 

「［１］該当者が受注者側の作業従事者

の場合」の②以降のフローに従う 

受注者側に感染の疑

いがある者を確認 

連絡 


